
障 サ 第1029号　
令和元年６月11日　

各市町村障害福祉主管課長　様
（指定都市・中核市を除く。）

神奈川県福祉子どもみらい局　
福祉部障害サービス課長　
（公　印　省　略）　

児童福祉法施行令の一部を改正する政令並びに児童福祉法施行規則及び障害児通所給付費等の請求に関する省令の一部を改正する省令の公布について（通知）

障害福祉施策の推進につきましては、日頃格別の御理解、御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、令和元年10月から、就学前の障害児の発達支援に係る費用の無償化が予定されているところですが、この度、標記のことについて、別紙のとおり令和元年６月５日付け障発0605第１号により厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から通知がありましたので通知します。


　問合せ先　　　　　　　　　　
事業支援グループ　岡崎　　
電話　045-210-4717(直通)　
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